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   Ｃ２５Ｄ  21/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/288    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２５Ｄ  21/12    　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  21/288   　　　Ｅ
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【手続補正書】
【提出日】平成21年4月30日(2009.4.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　なお、ボトムアップ量は新しいめっき液の供給直後に行われためっき成膜処理でのボト
ムアップ量を１として、それ以降のボトムアップ量を相対的に評価している。ボトムアッ
プ量の測定は、ａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅ点で行っており、これらの各測定点でのめっき液使用
時間はａ＜ｂ＜ｃ＜ｄ＜ｅとなっている。これは、有機副生成物は、新しいめっき液には
含まれておらず、生成してもその分析が困難であるが、有機副生成物量はめっき液使用時
間の経過にともなって増加する傾向にあることは明らかであるので、有機副生成物量をめ
っき液使用時間で置き換えて考えることができるからである。但し、先に説明した通り、
有機副生成物の生成量はめっき液使用時間にのみ依存して増加するものではないために、
図３の横軸を測定点で示すこととした。
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